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治療と仕事の両立支援のための 
「愛知県地域両立支援推進チーム」を設置します 

 
 「治療と仕事の両立支援」は、病気を抱えながらも、働く意欲・能力のある労働者が、

仕事を理由として治療機会を逃すことなく、また、治療の必要性を理由として職業生活の

継続を妨げられることなく、適切な治療を受けながら生き生きと働き続けられる社会を目

指す取組です。 
この取組を広く患者である労働者、事業主そして主治医の皆さんに周知するためには、

地域において両立支援に取り組む民間団体や自治体等の関係者が緊密に連携を図ることが

重要です。 
このため、愛知労働局では、関係者による連携した取組を推進するため、次ページ一覧

表に掲げる機関の参画を得て「愛知県地域両立支援推進チーム」（別添の規約案参照）を設

置することとしました。 
なお、第 1回目の会議は、下記のとおり開催いたします。 

 

記 

 
１ 開催日時：平成 29年 7月 24日（月）午後 2時～午後 4時 30分 

 
２ 場  所：名古屋合同庁舎 3号館 ７階共用会議室 

（名古屋市東区白壁 1-15-1） 
 

３ 参集者の所属機関等：次ページ一覧表のとおり 
 

４ 主な議題 
(1) 「愛知県地域両立支援推進チーム」規約の制定 
(2) 治療と仕事の両立支援に係る各機関の取組状況について 
(3) 企業向け及び患者（労働者）に向けたパンフレットの作成について 
(4) 各機関の取組に係る相互の周知協力について 
(5) 愛知県地域両立支援推進チームの今後の活動について 
(6) その他 
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愛知県地域両立支援推進チームの構成機関等一覧表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

愛知県 

産業労働部 

健康福祉部 

若年性認知症総合支援センター 

名古屋市 

健康福祉局 

公益社団法人 愛知県医師会 

愛知県経営者協会 

日本労働組合総連合会 愛知県連合会 

愛知県社会保険労務士会 

公益社団法人 日本医療社会福祉協会 

一般社団法人 日本産業カウンセラー協会 

特定非営利活動法人 日本キャリア開発協会 

独立行政法人 労働者健康安全機構 

中部労災病院 

旭労災病院 

愛知産業保健総合支援センター 

愛知労働局 

雇用環境・均等部 

労働基準部（事務局：健康課） 

職業安定部 



 

 

別紙 
愛知県地域両立支援推進チーム規約（案） 

 
 
１ 目的 
地域の実情に応じた治療と仕事の両立支援のための取組の促進が図られるよう、地域の関係機関及

び関係者によるネットワークを構築し、取組の連携を図ることを目的とする。 
 
２ 名称 
  名称は、「愛知県地域両立支援推進チーム」とする。 
 
３ 構成 
参集者は、別添「愛知県地域両立支援推進チーム参集者名簿」に記載のものとする。 
なお、参集者は、愛知県地域両立支援推進チーム及び関係機関の意見等を踏まえ、変更することが

できる。 
 
４ 会議の開催 
平成 33年度までの間、原則として毎年 1回開催する。ただし、初年度は 2回開催する。 

 
５ 実施内容 
治療と仕事の両立支援を効果的に実施するため、下記の取組を行う。 
(1) 両立支援に係る参集者又は参集者の属する各機関における取組の実施状況の共有 
(2) 各機関の取組に係る連携（相互の周知協力等） 
(3) 相談窓口の支援連携に係る各機関の役割分担及び連絡先等の共有及び周知 
(4) 地域における両立支援コーディネーターの周知・活動の支援 
(5) 各地域における企業向け及び患者（労働者）向けパンフレットの作成 
(6) 両立支援ガイドラインや地域版パンフレットを活用した両立支援の周知・啓発 
(7) 愛知県産業保健総合支援センターのホームページを活用した両立支援の周知 
(8) その他、必要に応じ愛知県内独自の周知・啓発のための事業の実施イベントの企画・開催 

 
６ 事務局は、愛知労働局労働基準部健康課に置き、運営に係る連絡調整等必要な事務を行う。 
 
７ その他 
本規約は、平成 29年○○月○日（規約の承認された日）から施行する。 

 










